
オミクロン株対応ワクチンに係る接種間隔の短縮等について

【接種間隔】 前回接種から３箇月以上経過後に接種可能（10 月 21 日より適用）

【接 種 券】 令和４年６月～８月に従来ワクチンで２・３・４回目を接種した方に対

して、10 月中に発送

※65 歳以上の５回目はこれまでどおり予約指定

【会 場】 上和泉地域センター会場を 11 月９日（水）～11 月 26 日（土）に開設

（毎週水・木・金・土・日曜日 9:00～16:00）

【そ の 他】 〇10 月 18 日より、市内すべての接種機関においてファイザー社のワク

チンはオミクロン株 BA.4/5 対応型ワクチンを使用

〇６箇月～４歳への接種が 10 月 24 日から可能となる。（努力義務適用）

狛江市においては、11 月下旬からの接種開始を目途に、関係機関と

体制検討中
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